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将来像 個別目標

み
ん
な
で
創
る
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
「

す
み
だ

」

1 家庭での脱炭素化を促進する

2 事業所での脱炭素化を促進する

3 脱炭素型のまちをつくる

1 気象災害に強いまちをつくる

2 気温が上昇しても快適に過ごせるまちをつくる

3 節水と雨水の有効活用を推進する

1 緑の満足度を向上させる

1 環境教育・環境学習を推進する

2 協働による環境活動を推進する

4 一人ひとりが気候変動への適応の理解を深める

基本目標1

脱炭素社会の実現に向けたまちづ
くりが進み、あらゆる人が行動す
るまち

【墨田区地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）】

基本目標２

気候変動に適応し、安心して過ご
せるまち

【墨田区地域気候変動適応計画】

基本目標３

水と緑が暮らしに寄り添うまち

基本目標６

環境活動を実践する人が育つまち

基本目標

基本目標４

省資源・循環型社会を実現する
まち

基本目標５

良好な生活環境が確保され、健康で
やすらぎが実感できる住みよいまち

2 生物多様性の重要性や、生物との共生に理解
を深めている人を増やす

3 水や緑のうるおいを感じられるまちをつくる

1 ごみの発生抑制と有効利用を促進する

2 省資源・循環型社会の実現に協働で取り組む

1 健康でやすらぎを実感できるまちをつくる

2 景観に配慮したまちをつくる

第４章 「環境の共創」基本施策 

 

第二次すみだ環境の共創プラン（中間改定）の体系 

本プランが目指す「すみだ」の将来像を実現するため、6 つの「基本目標」と、それに連な

る 16 の「個別目標」を設定し、各種施策・事業を推進します。 

 

  



第４章 「環境の共創」基本施策 

39 

「基本目標」は、2025（令和 7）年頃のすみだの環境をどのような方針で形作っていくの

か、「すみだの将来像」を実現するための内容を表しており、区民・事業者・区の協働による

取組の指針となるものです。「個別目標」は、各基本目標の達成に向けて、必要な施策の方向

を定め、事業対象や範囲を明確にしたものです。「施策の方向」は、個別目標の達成や関連す

る SDGs への貢献のための具体的な取組、個別事業を明確にしたものです。 
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環境問題は様々な分野に及ぶため、それぞれの分野に対して個々に施策や事業を検討するの

ではなく、分野横断的な視点で検討することが重要です。そこで、複数の社会課題を同時解決

するマルチベネフィットを意識した事業を検討し、推進していきます。 

また、温室効果ガスの排出量を削減するためにエアコンの使用を控えることが、熱中症のリ

スクを上昇させるなど、トレードオフ（一方を追求するともう一方を犠牲にしなければならな

いという、二律背反の状態）の関係にある施策についても、どちらか一方が犠牲にならないよ

うに留意しながら事業を検討し、推進していきます。 

【マルチベネフィットを意識する施策】 
基本目標 個別目標 施策の方向 波及効果の内容 

基本目標1 

脱炭素社会

の実現 

1 家庭での脱炭

素化を促進する 

① 省エネルギー

型ライフスタイル

への切替え促進 

基本目標２：冷房や自動車からの廃熱の抑制によるヒートアイランド現象の緩和 

基本目標４：環境に配慮した製品を選択することなどによるごみの発生抑制 

基本目標５：自動車からの排気ガスの抑制による大気汚染物質の減少 

② 省エネルギー・

再生可能エネルギ

ー設備の導入促進 

基本目標２：災害時に自家給電可能な設備を設置することによる生活の維持 

2 事業所での脱

炭素化を促進する 

① 省エネルギー型

ビジネススタイル

への切替え促進 

基本目標２：冷房や自動車からの廃熱の抑制によるヒートアイランド現象の緩和 

基本目標４：環境に配慮した製品を選択することなどによるごみの発生抑制 

基本目標５：自動車からの排気ガスの抑制による大気汚染物質の減少 

② 省エネルギー・

再生可能エネルギ

ー設備の導入促進 

基本目標２：災害時に自家給電可能な設備を設置することによる事業の継続 

⑤ 公共施設におけ

る脱炭素化の推進 
基本目標２：災害時に自家給電可能な設備を設置することによる行政機能の維持 

3 脱炭素型のま

ちをつくる 

① 省エネルギー化

に配慮した建物・設

備への転換の促進 

基本目標２：遮熱性能の高い建物への転換によるヒートアイランド現象の緩和 

② 環境負荷の少ない

交通手段の利用促進 
基本目標５：自動車からの排気ガスの抑制による大気汚染物質の減少 

④ 国産木材の利

用促進 

基本目標２：国内の林業の活性化（樹林地の健全化）による土砂災害の抑制 

基本目標３：国内の林業の活性化（樹林地の健全化）による生物多様性の保全と回復 

基本目標２ 

気候変動へ

の適応 

3 節水と雨水の

有効活用を推進す

る 

① 節水の促進 基本目標１：水道水利用の抑制による水道事業から排出される温室効果ガスの抑制 

② 雨水利用の啓

発・普及の推進 

基本目標２：雨水流出抑制による災害の緩和 

基本目標２：雨水を利用した打ち水などによるヒートアイランド現象の緩和 

基本目標３ 

緑と生物多

様性の保

全・回復 

2 生物多様性の重要

性や、生物との共生に

理解を深めている人を

増やす 

① 緑の保全 
基本目標２：緑地の雨水流出抑制効果による災害の緩和 

基本目標２：緑陰の形成や蒸発散作用によるヒートアイランド現象の緩和 

③ 暮らしに身近

な緑の育成、拡充 
基本目標５：緑の育成、拡充による景観の向上 

3 水や緑のうるおいを感

じられるまちをつくる 

③ 緑と花を生かした

空間づくりの推進 
基本目標５：緑と花を生かした空間づくりによる景観の向上 

基本目標４ 

省資源・循環

型社会の実現 

1 ごみの発生抑

制と有効利用を促

進する 

① 2R（発生抑

制・再利用）によ

るごみ減量の推進 

基本目標１：製品や食品の製造・生産時と廃棄時に排出される温室効果ガスの抑制 

基本目標３：食品の生産時の生物への負荷の軽減 

基本目標３：海洋プラスチックごみの流出抑制による生物への負荷の軽減 

基本目標５ 

良好な生活

環境の確保 

1 健康でやすらぎを実

感できるまちをつくる  

① 都市・生活型

公害の防止 
基本目標３：水質の改善などによる生物への負荷の軽減 

2 景観に配慮した 

まちをつくる 
② 道路不正使用の是正 基本目標１：徒歩や自転車利用による移動への転換や交通の円滑化 

基本目標６ 

環境活動の

実践 

2 協働による環

境活動を推進する 

① 環境ボランテ

ィア・環境リーダ

ーの育成 

基本目標２：環境リーダーなどの助言・指導による適応の理解促進 

基本目標３：環境リーダーなどの助言・指導によるによる緑や生物多様性の理解促進 

基本目標４：環境リーダーなどの助言・指導によるによる省資源・資源循環の理解促進 

② 区民・事業者

の支援 

基本目標２：区民や事業者の環境活動を通じた適応の理解促進 

基本目標３：区民や事業者の環境活動を通じた緑や生物多様性の理解促進 

基本目標４：区民や事業者の環境活動を通じた省資源・資源循環の理解促進 

③ 協働による環

境活動・イベント

の充実 

基本目標２：環境活動・イベントを通じた適応の理解促進 

基本目標３：環境活動・イベントを通じた緑や生物多様性の理解促進 

基本目標４：環境活動・イベントを通じた省資源・資源循環の理解促進 
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人間の活動によって増加した CO2 などの温室効果ガスは、地球の気温を上昇させるとともに、

私たちの生命や財産、様々な生物に大きな被害を与えています。 

「脱炭素社会」を実現するためには、省エネ性能の高い建築物や設備、家電の導入、節電など

により消費エネルギーを少なくする「省エネ」、太陽光発電などでエネルギーを創り出す「創エネ」

など、あらゆる人が行動する必要があります。 

区は、2021（令和 3）年 10 月に「すみだゼロカーボンシティ 2050 宣言」を表明しました。

温室効果ガス排出量等の削減目標については、「墨田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

として位置付けて以下の数値目標を設定し、様々な取組を推進していきます。 

 
 

【墨田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の数値目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標の設定根拠】 

東京都は、『2050 年カーボンニュートラル（脱炭素化）』のためのマイルストーンとし

て、2021（令和 3）年 1 月に、都内の温室効果ガス排出量とエネルギー消費量を 2030

（令和 12）年までに 2000（平成 12）年比1で 50％削減すること、再生可能エネルギ

ーによる電力利用割合を 50％程度まで高めることを表明しました。 

墨田区でも、この目標の達成に貢献できるよう、区内の温室効果ガス排出量とエネルギ

ー消費量を 50%削減することを数値目標として設定しました。  

 

1：国は温室効果ガス排出量の削減の基準年度を 2013（平成 25）年度としており、東京都の基準年度と異なる。 

2030（令和 12）年度までに 2000（平成 12）年度比で 
 

区域におけるエネルギー消費量を 50％削減する 

区域における温室効果ガス排出量を 50％削減する 

基本目標１ 

脱炭素社会の実現に向けたまちづくりが進み、 
あらゆる人が行動するまち 

【墨田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】 
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【墨田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の対象地域・部門】 

本計画は、墨田区全域において、産業部門・家庭部門・業務部門・運輸部門・廃棄物部門の

5 部門を対象とします。 

【計画の対象とする部門】 

部門 主な排出源 

産業部門 農業・建設業・製造業 

家庭部門 家庭内での電気、ガス、灯油などのエネルギー消費 

業務部門 産業部門、運輸部門に属さない企業・法人の事業活動 

運輸部門 個人や事業者の自動車利用、鉄道による輸送・運搬 

廃棄物部門 石油から生成されたビニール、プラスチック、合成繊維などの焼却  

 

【墨田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）で対象とする温室効果ガス】 

本計画で削減対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 2 条第

3 項に基づき、以下の 7 物質とします。 

【計画の対象とする温室効果ガス】 

温室効果ガスの種類 
地球温暖化 

係数※ 
用途・排出源 

二酸化炭素（CO2） 1  化石燃料の燃焼など 

メタン（CH4） 25  
稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋

め立てなど 

一酸化二窒素（N2O） 298  燃料の燃焼、工業プロセスなど 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCs） 
1,430 など

スプレー、エアコンや冷蔵庫などの

冷媒、化学物質の製造プロセスなど 

パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン 類

（PFCs） 
7,390 など 半導体の製造プロセスなど 

六ふっ化硫黄（SF6） 22,800  電気の絶縁体など 

三ふっ化窒素（NF3） 17,200  半導体の製造プロセスなど 

※：二酸化炭素（CO2）「1」を基準として、各温室効果ガスの温室効果の強さを数値化したもの 

例えば地球温暖化係数が「25」のメタン（CH4）では、メタン１トン分の温室効果ガスの強さが

二酸化炭素（CO2）25 トン分に相当します。 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センターHP をもとに作成 

 

【個別目標】 

前述のように、2030（令和 12）年度までに 2000（平成 12）年度比で区内の温室効果

ガス排出量とエネルギー消費量を半減するとともに、脱炭素社会の実現に向けたまちづくりが

進み、あらゆる人が行動するまちを目指して、以下の３つの個別目標を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－１ 家庭での脱炭素化を促進する 

１－２ 事業所での脱炭素化を促進する 

１－３ 脱炭素型のまちをつくる 
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【環境事業指標】 

個別目標の達成に向け、以下の指標を掲げて進行管理を行います。 

【環境事業指標】 

※目標値は、小数点以下を切り捨てた数字としている。 
※J（ジュール）：エネルギーの単位。1J で、100g（単 1 のマンガン乾電池程度）の物を約 1m 持ち上げる

ことができる。 
※MJ（メガジュール）：1MJ = 1,000,000 J 100kg（4～5 人用冷蔵庫程度）の物を約 1km 持ち上げる

ことができる。 
※TJ（テラジュール）：1TJ = 1,000,000 MJ 100t（乗用車約 70 台分程度）の物を約 1,000km（東

京から鹿児島までの距離程度）持ち上げることができる。 
※t-CO2eq（トン シーオーツー イーキュー）：乗用車が約 8,600km（東京からカリフォルニア州までの距

離程度）走行する際に排出する CO2量、杉の木約 71 本が 1
年間に吸収する CO2 量と同等の温室効果ガス量 

【貢献する SDGs】 

基本目標 1 は、SDGs が掲げる以下の目標・ターゲットとも深く関わっているため、これ

らの達成にも貢献できるように取組を推進していきます。 

【貢献する SDGs】 

17 目標 169 ターゲット 

 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割

合を大幅に拡大させる。 

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

 

9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性

を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

 

11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加

型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注

意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能

力及び制度機能を改善する。 

 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、

官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

指 標 
基準値 
2000 

（平成 12）年度 

実績値 
2018 

（平成 30）年度 

目標値 
2030 

（令和 12）年度 

区域における 
エネルギー消費量 

17,187 ＴＪ 11,882 ＴＪ 8,593 ＴＪ 

家庭における一世帯当た
りのエネルギー消費量 

40,739 MJ/世帯 28,210 MJ/世帯 18,784 MJ/世帯 

業務における床面積 1m2

当たりのエネルギー消費量 
1,166 MJ/㎡ 975 MJ/㎡ 598 MJ/㎡ 

区域における 
温室効果ガス排出量 

1,265 千 t-CO2eq 1,206 千 t-CO2eq 632 千 t-CO2eq 
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【目標達成に向けた区民・事業者・区の役割分担】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【区民】 
家庭での脱炭素化を促進する 

▸ こまめな消灯、冷暖房の適切な温度設

定など、日常生活での省エネルギーを

意識した行動を習慣にする。 

▸ うちエコ診断の活用や環境家計簿を利

用する。 

▸ 家庭用燃料電池、太陽光発電システム

などの導入に努める。 

▸ 再生可能エネルギーを中心とした小売

電力へ切り替える。 

 

まち全体でエネルギー利用の効率

化を推進する 
▸ 自宅の新築及び増改築時には、省エネ

ルギー化に配慮した建物及び高効率な

設備（可能であれば ZEH）を導入す

る。 

▸ 公共交通機関や自転車、徒歩による移

動を心がける。 

▸ 自動車の買替え時には、電気自動車や

燃料電池車など、次世代自動車の導入

に努める。 

 

【事業者】 
事業所での脱炭素化を促進する 

▸ こまめな消灯、冷暖房の適切な温度設

定など、日常業務での省エネルギーを

意識した行動を習慣にする。 

▸ 

 

▸ テレワークやオンライン会議などを適

切に活用する。 

▸ 省エネ診断を受診する。 

▸ 高効率空調機器、太陽光発電システム

などの導入に努める。 

▸ 事業所内の設備に対して、適切な運転

管理と保守点検の実施などのエコチュ

ーニングを実施する。 

▸ 再生可能エネルギーを中心とした小売

電力へ切り替える。 

 

まち全体でエネルギー利用の効率

化を推進する 

▸ 

▸ 省エネルギー化に配慮したテナントを

借りる。 

▸ 公共交通機関や自転車、徒歩による移

動を心がける。 

▸ 自動車の買い替え時には、電気自動車

や燃料電池車など、次世代自動車の導

入に務める。 

【墨田区】 
▸ 省エネルギー行動に関する情報を提供する。 

▸ 家庭や事業所における自主的な省エネルギー行動を支援する。 

▸ 家庭や事業所における省エネ診断制度を周知・啓発する。 

▸ 再生可能エネルギーや省エネルギー機器等、省エネに資する設備

等の導入助成制度を実施する。 

▸ 水素エネルギーについての普及・啓発を行う。 

▸ 区の事業活動から排出される温室効果ガスを削減する。 

『脱炭素社会の実現に向けたまちづくりが進み、 

あらゆる人が行動するまち』の実現 
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家庭用燃料電池（エネファーム） 
 

都市ガスや LP ガス

から取り出した水素と

空気中の酸素を化学反

応させて、電気をつく

り 出 す 設 備 の こ と で

す。電気と同時に発生

する熱でお湯を沸かし

て給湯などに利用し、

エネルギーを有効活用

するため、大きな省エ

ネ効果が得られます。

また、停電時に電気と

お湯を使えるメリット

もあります。 

個別目標 １－１ 家庭での脱炭素化を促進する 

【貢献する SDGs】 

 

 

【施策の方向】 

① 省エネルギー型ライフスタイルへの切替え促進   

区民にとって、取り組みやすく効果的な省エネルギー対策に関する情報の提供や学習講座等

を開催し、省エネルギー型ライフスタイルへの切替えを促進します。 

また、より効果的な省エネルギー行動へのステップアップを狙い、省エネ診断2の周知と受

診の促進などの取組を推進します。 

② 省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入促進   

区民に対し、建築物断熱改修や家庭用燃料電池、住宅エネルギー管理システム等に関する情

報を発信するとともに、地球温暖化防止設備導入助成制度を活用して導入を促進します。 

また、太陽光発電システムについては、自宅の屋根や屋上に設置する設備を設置事業者の所

有物としたままで、発電した電気を設置事業者から購入する仕組み（第三者所有モデル（オン

サイトＰＰＡモデル））等により、設置に関わる初期費用がゼロになるサービスも普及してい

ることから、このような情報を発信することで導入を促進します。 

その他、省エネルギー化に配慮した建物や高効率な設備、再生可能エネルギー設備、エネル

ギーマネジメントシステムなどの導入により、エネルギー消費量を正味ゼロにするネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス（ZEH）、ゼッチ・マンション（ZEH-M）の普及を促進します。 

  

 

2：現状のエネルギー使用量、施設や機器の運用状況等を調査し、それぞれの施設にあった省エネルギー対策を提案する事業 

出典：（一社）日本ガス協会 HP 
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「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン 

 

東京都では、2019（令

和元）年から、再生可能エ

ネルギー由来の電気を購入

する希望者を募り、一定量

の需要をまとめることで価

格を低減しながら再生可能

エネルギー由来の電気の購

入を促すキャンペーンを行

っています。 

家庭・商店・小規模オフ

ィスが対象となっており、

多くの方が参加するほど電

気代が安くなる仕組みにな

っています。 

2020（令和 2）年冬に

実施したキャンペーンでは

9 都県市で約 6,900 世帯

が参加し、再生可能エネル

ギー由来の電気が 30%含

まれるメニューで電気代が

約 9％削減されました。 

③ 再生可能エネルギーを中心とした小売電力への切替えの促進   

家庭に供給される電力の電源構成比や CO2 排出係数の情報をホームページなどで発信し、

再生可能エネルギーの比率を高めることの意義を啓発します。 

また、東京都の「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンとの連携などにより、再生

可能エネルギーを中心とした小売電力への切替えなどを促進します。 

 

【個別事業一覧】 

①  墨田区地球温暖化対策に関する普及啓発  地球温暖化に関する企画展示の実施  環境家計簿の普及  省エネ診断事業の取組支援  COOL CHOICE の促進 

環境保全課 

②  再生可能エネルギーの普及啓発  エコ住宅、ＺＥＨに関する情報提供  省エネ機器普及支援事業の検討・推進  太陽光発電・太陽熱利用システム導入の普及啓発  第三者所有モデル（オンサイトＰＰＡモデル）等の普及促進 

環境保全課 

③  小売電力に係る啓発及び切替促進 環境保全課 
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初期費用ゼロの太陽光発電システム導入 
 

最近は、設置する太陽光発電システムを
設置事業者の所有物としたままで、発電し
た電気を設置事業者から購入する仕組み
や、リースプラン（右図）による設置事例
が増えています。これらは、利用者にとっ
て、システムの設置に関わる初期費用がゼ
ロになるというメリットがあります。 

東京都では、このような事業プランに
対して設置費用の一部を助成し、太陽光
発電システムの設置を促進しています。 

  

【東京都登録事業プランの特徴】 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 
 

「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、
室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入
することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅」の
ことです。建築に対し、国から様々な補助金が用意されています。 

出典：東京都環境局 HP 

【東京都登録事業プランの例（リースプラン）】 

出典：クール・ 
ネット東京 HP 

政府を挙げての国民運動「COOL CHOICE」 

 
2015（平成 27）年から政府を挙げて展開している国民運

動で、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービ
スの利用・ライフスタイル（COOL BIZやWARM BIZなど）
の選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしてい
こうというものです。 

ホームページやメールマガジンにおいて、一人ひとりが取
り組むことができる様々な対策などが紹介されています。 出典：環境省 HP 
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地球温暖化対策のために、何ができるのか。日常生活の中には、様々な省エネの取組がありま
す。以下は、省エネ行動の取組の一例と効果ですが、一人ひとりがそれぞれ考えられる省エネ行動
を、できることから、一緒に取り組んでいきましょう。 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

                                        
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 

 
 

資料：「2021 家庭の省エネハンドブック（東京都）」をもとに作成 
 

エネルギー削減量 CO2削減量 家計のオトク

92.0（kWh） 45.0（kg） 2,440（円）

（白熱電球） 19.7（kWh） 9.6（kg） 520（円）

（蛍光灯） 4.4（kWh） 2.2（kg） 120（円）

（LED電球） 2.9（kWh） 1.4（kg） 80（円）

省エネ行動
効果（年間）

白熱電球をLED電球にする

照明の使用時間を1日1時間程度減らす

エネルギー削減量 CO2削減量 家計のオトク

30.2（kWh） 14.8（kg） 800（円）

53.1（kWh） 26.0（kg） 1,410（円）

32.0（kWh） 15.6（kg） 850（円）

省エネ行動
効果（年間）

冷房時の室温を28℃目安とする

暖房時の室温を20℃目安とする

フィルターを月2回程度掃除する

エネルギー削減量 CO2削減量 家計のオトク

16.8（kWh） 8.2（kg） 440（円）

27.1（kWh） 13.3（kg） 720（円）

省エネ行動
効果（年間）

テレビをつけている時間を1日1時間程度減らす

テレビ画面は明るすぎないように設定する

 

 

  

省 エ ネ 行 動 の 取 組 の 一 例 と 効 果 

照 明 

エアコン 

テ レ ビ 

照明は、スイッチを入れた時に多くの電気が流れ

るみたい。でも、電気代に大きく影響するほどでは

なく、短い時間でも消灯した方が省エネなんだ！ 

エアコンは、設定温度に達するまでに電力をたく

さん使うみたい。だから、頻繁にスイッチオンオフ

をすると、省エネにならないことがあるんだ！ 




